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製品及びサービス条件 
本製品及びサービス条件は、当社の全製品に適用される Clarivate 規約を補足するものであり、当社のプラッ

トフォームやウェブサイトを通じてアクセスされる特定の製品、又は注文書、作業明細書、その他の注文書

類（総称して「注文書」といいます）に記載されている特定の製品に適用されます。以下に記載のない製品

の注文を行った場合又はアクセスを行っている場合、お客様の注文に本製品及びサービス条件は適用されま

せん。「当社」及び「Clarivate」とは、注文書に記載される Clarivate の企業体をいい、「お客様」とは、注

文書に記載されるお客様の企業体をいいます。本製品及びサービス条件に定義のない用語は、Clarivate 規約

で定義されている意味を有します。 

Metaminer Consortium 

1. 定義 「プロジェクト」とは、プロジェクト成果の開発を意図したコンソーシアのメンバー (「メンバ

ー」といいます) によるコラボレーションを意味します。「プロジェクト成果」とは、プロジェクト中にそ

の全てが開発され、そのプロジェクトの直接的な成果として当社が納品した新規の独立製品を意味しま

す。プロジェクト成果には、パスウェイマップが含まれることがあります。 

2. プロジェクト成果 (a) お客様は、 プロジェクト期間中、MetaCore の有効なライセンスを維持する必要が

あります。プロジェクト成果は、お客様の MetaCore ライセンスを通じて利用可能になります。(b) 本メンバ

ーは、プロジェクト成果がいずれかのメンバーに最初に納品された日から 12 か月間、そのプロジェクト成

果に含まれるパスウェイマップ (「パスウェイマップ」といいます) の独占的権利を有します。当社は、この

独占期間中、メンバー以外の者にパスウェイマップを配布しません。(c) 第2条 (b)項にかかわらず、当社は、

独占期間中、(i) 非メンバーへのデモンストレーションや当社の内部目的のために、パスウェイマップを自由

に使用すること、(ii) パスウェイマップから名称・数値データ及び非インタラクティブな静止画像を開示する

こと、並びに、 (iii) プロジェクト成果（パスウェイマップは除きます）を自由に使用し、配布することがで

きます。(d) プロジェクト成果の使用や配布には、お客様の MetaCore ライセンス及び情報サービスの利用規

約が別途適用されます。 
3. プロジェクトマネージメント (a) プロジェクト委員会 各メンバーは、自身の代理人となり、議決権を行

使する研究者をプロジェクト委員会に任命します。プロジェクト委員会は、プロジェクトの全体的な方向

性を提示し、当社又は当社が雇用した者に、可能な限りプロジェクトプランに沿ってプロジェクトを日常

的に管理する権限を与えます。(b) 議決 本条件に別段の規定がある場合を除き、プロジェクト委員会は無

記名投票の多数決によって運営されます。各メンバーは、その時点でプロジェクトの責任を負っている限

り、全ての決定において1回の投票を行う権利が与えられます。(c) プロジェクトプラン プロジェクト委

員会は、プロジェクト開始から30日以内に、当社と共有するワークプランと公式なマイルストーン (「プロ

ジェクトプラン」といいます) を作成し、それを採用するものとします。プロジェクトプランは、議決権を

持つメンバーの3分の2以上の同意をもっていつでも変更できます。 
4. 期間及び終了 (a) お客様は、30日以上前に書面で通知することにより、その時点におけるプロジェクト

の年度末をもってメンバー資格を終了することができます。また、お客様は、メンバーの3分の2以上の賛

成により、プロジェクトのマイルストーンが実質的に未達成であるという合意がなされた場合、直ちに参

加を中止することができます。(b) 当社は、有効なメンバーが3名以下となった場合はいつでも、プロジェ

クトを直ちに終了することができ、その場合、合理的に可能な限り速やかに終了を通知するものとします。

当社はまた、お客様のMetaCoreライセンスが何らかの理由で終了した場合、お客様によるプロジェクトへ

の参加を直ちに終了させることができます。 
5. 所有権 (a) 本プロジェクトにおいて当社が独自に又はメンバーや第三者と協同で開発した全ての作業成

果物は、当社の独占的財産であり、またお客様は本合意により、お客様が当該作業成果物に対して持つ現

在及び将来の全ての権利を当社に譲渡するものとします。また、当該作業成果物についてのお客様の著作

者人格権を行使せず、お客様のユーザーにも行使させないものとします。(b) 当社は、本プロジェクトの実

施に関連してお客様やその代理人から提供された情報、プレゼンテーション、論文、データ、ソフトウェ

ア、機器又はその他の資料、並びにロゴ、商標、装丁やイメージ及びその他のブランド要素をホスト、使

用又は修正することができます。 
6. サポート 本プロジェクト期間中、当社は、お客様が有効なメンバーである限り、プロジェクト成果の
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達成に向けたサポートを (当社の通常の営業時間内に当社の裁量に基づいて) 提供します。要望があれば、

当社は、保守サービス（新規データを用いたパスウェイマップの編集、研究論文の注釈、新規バイオマー

カーの追加など）や、その他プロジェクト成果に関する合意に基づくその他のサポートサービスを合意し

た料金で提供することができます。 
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